
＜薬物中毒でない事を証明する診断書＞ 

「尿中薬物検査キット」を用いて，尿中の薬物を検査し，診断書を作成致します（当

日渡し可）。本検査は保険外診療（自費）となります。 

 

 

 

 

 

※注意事項 

1)診断書は検査結果が陰性だった場合のみ交付します。 

2)麻薬および向精神薬取締法 58 条の 2 から「医師が麻薬中毒者であると判断した場

合は都道府県知事に届け出なければならない」（一部抜粋）とあります。 

 

検査料：5，500 円(税込み)＋診断書作成料：3，300 円(税込み)  

合計 8，800 円 


